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鳥 取 県 監 査 委 員 条 例 

 

                                           昭和２３年６月２９日     

                                           鳥取県条例第４０号     

                                           改正 昭和２４年 ６月１０日条例第３９号 

                                              昭和２５年 ８月 ５日条例第４２号 

                                              昭和２７年 ４月１５日条例第１９号 

                                              昭和２７年１１月１３日条例第５０号 

                                              昭和３１年 ９月２９日条例第３４号 

                                              昭和３８年 ３月３０日条例第 ３号 

                                              昭和３９年 ３月３０日条例第３４号 

                                              平成 ３年 ９月３０日条例第２６号 

                                                                    平成１１年  ３月１２日条例第  ４号 

                                                                    平成１１年１２月２４日条例第３８号 

                                                                    平成１８年１２月２６日条例第８１号 

                                                                    平成２０年 ３月２８日条例第２７号 

                                                                    平成２４年 ３月２３日条例第３６号 

                                                                    平成３１年 ３月１５日条例第 ９号 

                                  令和 ３年 ３月３０日条例第２３号 

 

 鳥取県監査委員条例を次のように定める。 

 

   鳥取県監査委員条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２０２条の規定に基づき、監査 

委員（以下「委員」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

    （昭３１条例３４・全改、平１８条例８１・平２０条例２７・一部改正） 

 

（委員の選任） 

第２条 議員のうちから選任する委員の数は、１人とする。 

２ 法第１９６条第５項の規定により、識見を有する者のうちから選任する常勤の委員の数は、１人とする。 

３ 法第１９９条の３第１項の規定による代表監査委員は、常勤の委員とする。 

    （昭３９条例３４・全改、平３条例２６・一部改正、平１８条例８１・旧第２条繰下、平２０条例２７・一部 

     改正、平３１条例９・一部改正・旧第３条繰上） 

 

（定期監査の時期） 

第３条 法第１９９条第４項の規定による監査は、毎年４月から１０月までの間においてこれを行う。ただし、都合に 

よりこの期間以外に監査することができる。 

    （昭３１条例３４・平３条例２６・一部改正、平１８条例８１・一部改正・旧第３条繰下、平２０条例２７・ 

     一部改正、平３１条例９・旧第４条繰上） 

 

（現金出納検査の期日） 

第４条 法第２３５条の２第１項の規定による現金出納の検査は、毎月２５日に行うのを例とする。 

        （昭３９条例３４・全改、平１８条例８１・一部改正・旧第４条繰下、平２０条例２７・一部改正、平３１条 

    例９・旧第５条繰上） 

 

（監査の実施通知） 

第５条 委員は、監査を行うときは、その期日の７日前までに監査の事項及び期日を知事、選挙管理委員会、公安委員 

会、教育委員会その他法律に基づく委員会又は監査を行おうとする機関若しくは団体の長に通知しなければならない。 

ただし、緊急監査の必要があると認めたときは、この限りでない。 

        （昭２７条例１９・一部改正、昭３１条例３４・旧第６条繰上、平１１条例３８・一部改正、平１８条例８１ 

    ・旧第５条繰下、平２０条例２７・一部改正、平３１条例９・旧第６条繰上） 

 

（監査の実施人数） 

第６条 監査は、やむを得ない場合を除き、２人以上をもってこれを行う。 



 

- 2 - 
 

        （昭３１条例３４・旧第７条繰上、平１８条例８１・旧第６条繰下・一部改正、平２０条例２７・一部改正、 

    平３１条例９・旧第７条繰上） 

 

（監査の方法） 

第７条 委員は、知事、選挙管理委員会、公安委員会、教育委員会その他法律に基づく委員会又は監査を行おうとする 

機関若しくは団体の長に、職務上必要な書類、帳簿等の提出を求め、又は関係者の説明を求めることができる。 

        （昭２７条例１９・一部改正、昭３１条例３４・旧第８条繰上、平１１条例３８・一部改正、平１８条例８１ 

    ・旧第７条繰下、平２０条例２７・一部改正、平３１条例９・旧第８条繰上） 

 

（報告書等の提出期限） 

第８条 知事は、次の表の左欄に掲げる決算及び書類等を、それぞれ同表の右欄に定める期日までに委員に提出し、そ 

 の審査に付さなければならない。 

法第１５０条第５項の規定による報告書  

翌年度９月１０

日 

法第２３３条第２項の規定による決算及び証書類等の書類 

法第２４１条第５項の規定による基金の運用状況を示す書類 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第２項の規定による

決算及び証書類等の書類 

 

翌年度６月１０

日 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３

条第１項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類並びに同法第２２条第１項の規定による資金不足比率及びその

算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

翌年度９月１０

日 

 

 

        （昭３９条例３４・全改、平１８条例８１・旧第８条繰下、平２０条例２７・一部改正、平３１条例９・旧第 

    ９条繰上、令３条例４２・一部改正） 

 

（審査の期間） 

第９条 委員は、前条の表の左欄に掲げる報告書等が審査に付されたときは、当該審査に付された日から 60 日以内にそ

の意見を付けて知事に送付しなければならない。 

        （昭３９条例３４・全改、平１８条例８１・旧第９条繰下、平２０条例２７・一部改正、平３１条例９・旧第 

    １０条繰上、令３条例４２・一部改正） 

 

（公表等の方法） 

第１０条 法令に基づいて行う委員の公表及び告示は、県公報に登載して行うものとする。ただし、法第７５条第２項 

及び第３項並びに第２５２条の３９第３項及び第１３項の規定による公表は、適当と認める新聞により行う。 

        （昭３１条例３４・旧第１２条繰上・全改、平３条例２６・一部改正、平１１条例４・旧第１１条繰上・一部 

     改正、平１８条例８１・旧第１０条繰下、平２０条例２７・一部改正・旧第１２条繰上、平３１条例９・旧 

    第１１条繰上） 

 

（請願の処理） 

第１１条 委員は、法第１２５条の規定により議会から請願が送付されたときは直ちにその処理に着手し、その経過及 

び結果を次の議会に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるものについては、委員は、理由を付 

しあらかじめ議長の承認を受けなければならない。 

        （昭３１条例３４・旧第１７条繰上・一部改正、平１１条例４・旧第１２条繰上、平１８条例８１・旧第１１ 

     条繰下・一部改正、平２０条例２７・一部改正、平３１条例９・旧第１２条繰上） 

 

（委任） 

第１２条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか監査に関する事項は委員が別にこれを定める。 

        （昭３１条例３４・旧第２１条繰上、昭３９条例３４・旧第１４条繰上・平３条例２６・一部改正、平１１条 

     例４・旧第１３条繰上、平１８条例８１・旧第１２条繰下、平２０条例２７・一部改正、平３１条例９・旧 

    第１３条繰上） 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日からこれを施行する。 

 昭和２１年１１月鳥取県条例第２０号鳥取県監査委員条例はこれを廃止する。 

   附 則（昭和２７年条例第５０号） 

 この条例は、公布の日から施行し、昭和２７年９月１日から適用する。 

   附 則（昭和３８年条例第３号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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   附 則（昭和３９年条例第３４号） 

 この条例は、昭和３９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３年条例第２６号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

      附 則（平成１１年条例第４号）抄 

 （施行期日） 

 １ この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

      附 則（平成１１年条例第３８号）抄 

 （施行期日） 

 第１条 この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

      附 則（平成１８年条例第８１号） 

 （施行期日） 

 １ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

 （準備行為） 

  ２ 改正後の鳥取県監査委員条例第２条の規定による監査委員の定数増加に伴う新たな監査委員の任命及びこれに必 

  要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

     附 則（平成２０年条例第２７号） 

 この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

     附 則（平成２４年条例第３６号） 

 この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

     附 則（平成３１年条例第９号） 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、同月３０日から施行する。  

附 則（令和３年条例第４２号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


